
見解書の提出

意見書の提出
が無い場合は
開発事業事前
協議書提出へ

開発事業手続きフロー　開発事業事前協議書　の提出へ
※ただし、近隣住民から意見書の送付があった場合は、事前協議書提出についての周知へ

大規模開発事業の標識設置
(事業の届出の日から7日以内)

計画の周知

意見書の提出
(大規模開発事業縦覧期間中)

意見書の送付

近隣住民 多摩市・街づくり審査会 開発事業者

説明が不十分だった場合、
必要な助言又は指導

説明報告書の提出
(説明会等完了日から7日以内)

街づくりに関する
情報提供及び助言

事前相談

大規模開発事業の届出

大規模開発事業の公告・縦覧
(公告の日から45日間)

指導書の通知

指導書の公告・縦覧
(公告の日から14日間)

◆大規模開発事業(条例第61条) 開発手続きフロー図

大規模開発事業標識
の設置届出

(標識設置した日から7日以内)

説明会の開催等
(標識設置した日から14日以内)

見解書の送付

意見書・見解書の公告・縦覧
(公告の日から14日間)

審査会への意見聴取
事業計画について説明
(審査会の要求により)



※

街づくり指導基準の審査

指導基準に適合しない場合は、
事業計画修正等指導書交付

事業協定の締結

協定書の公告・縦覧
(公告の日から14日間)

検査確認証の交付

近隣住民への工事施工説明

工事着手の届出・工事着手

完了検査の届出
完了検査の実施

調整会報告書の公告・縦覧
(公告の日から14日間)

開発事業承認申請書の提出
承認申請の公告・縦覧
(公告の日から14日間)

開
発
事
業

承
認
申
請
へ

調整会の開催請求
(意見書・見解書の公告の日から14日以内)

調整会の開催
(あっせん、勧告)

調整会を行わないと
きは、その旨を通知

市長への調整会報告書の提出

意見書の提出
(事前協議書縦覧期間中)

意見書の提出が
無い場合は開発
事業承認申請へ

意見書の送付
見解書の提出

計画の周知 近隣住民への説明
※大規模開発事業は、事前
協議書提出について周知

街づくりに関する
情報提供及び助言

事前相談

※大規模開発事業は、事前
協議書提出について周知

大
規
模
開
発
事
業
か
ら

開発事業計画標識の設置
及び標識設置の届出

(設置した日から7日間以内)

近隣住民 多摩市・街づくり審査会 開発事業者

◆開発事業(条例第40条)

工事内容の周知

計画の修正

事業協定の締結

開発や建築確認などの手続き

近隣住民と事業者による協議の実施

開発事業事前協議書の提出

事前協議の公告・縦覧
(公告の日から14日間)

見解書の送付

意見書・見解書の公告・縦覧
(公告の日から14日間)

開発手続きフロー図

所
管
課
協
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大
規
模
開
発
事
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